
改正（令和6年4月1日適用） 現行（令和５年８月１日適用）
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編 章 節 条 項

項
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編章節条
（項目見
出し）

新条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見
出し）

現行条文 改訂理由

1 1 第１編 共通編 1 第１編 共通編

1 1 1 第１章 総則 1 1 第１章 総則

1 1 1 1 第１節 総則 1 1 1 第１節 総則

1 1 1 1 1 1-1-1-1 適用 1 1 1 1 1-1-1-1 適用

1 1 1 1 1 2 ２　受注者は、標準仕様書の適用にあたっては、「林業土木工事
監督要綱」 及び「林業土木工事検査要領」（以下「監督要綱」及
び「検査要綱」とい う。）」に従った監督・検査体制のもとで、
建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工
管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監
督、検査（完成検査、既成部分検査）にあたっては、地方自治法
（令和５年５月改正法律第19号）第234条の２に基づくものである
ことを認識しなければならない。

1 1 1 1 2 ２ 受注者は、標準仕様書の適用にあたっては、「林業土木工事
監督要綱」 及び「林業土木工事検査要領」（以下「監督要綱」及
び「検査要綱」という。）」に従った監督・検査体制のもとで、
建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工
管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監
督、検査（完成検査、既成部分検査）にあたっては、地方自治法
（令和２年３月改正 法律第５号）第234条の２に基づくものであ
ることを認識しなければならない。

更新

1 1 1 12 1-1-1-12 施工体制台帳及び施工体系図 1 1 1 12 1-1-1-12  
6 1 1 1 12 1 １ 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合

は、下請金額にかかわらず、建設業法施行規則第14条の２に定め
る事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとと
もに、その写しを監督員に提出しなければならない。

1 1 1 12 1 １　受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合
は、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、 下請負人の
 商号または名称、下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記
 載した施工体制台帳を工事現場に備えるとともに、その写しを監
督員に提出しなければならない。

修正（表記の見直
し）

6 1 1 1 12 2 ２ 第１項で施工体制台帳を作成した受注者は、各下請負者の施
工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及
び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見や
すい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監
督員に提出しなければならない。

1 1 1 12 2 ２　第１項の受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した
施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や
すい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければな
らない。

修正（表記の見直
し）

8 1 1 1 16 1-1-1-16 工事の一時中止 1 1 1 16 1-1-1-16 工事の一時中止
8 1 1 1 16 1 １ 発注者は、約款第21条第１項及び第２項の規定に基づき以下

の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通
知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工につ
いて一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自
然的または人為的な事象による工事の中断については、第１編１-
１-１-50臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければな
らない。

1 1 1 16 1 １ 発注者は、約款第21条第１項及び第２項の規定に基づき以下
の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通
知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工につ
いて一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自
然的または人為的な事象による工事の中断については、１-１-１-
49臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならな
い。

表記の統一（該当す
る編を記載）

8 1 1 1 16 4 ４ 工事一時中止の具体的な考え方や手続きについては「林業土
木工事一時中止に係る手引き」による。

新規 新規追加（特記仕様
書からの編入）

1 1 1 17 1-1-1-17 設計図書の変更 1 1 1 17 1-1-1-17 設計図書の変更

8 1 1 1 17 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、
発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協
議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 また、その具体
的な考え方や手続きについては「林業土木工事設計変更の手引
き」による。

1 1 1 17 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、
発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協
議内容に基づき、発注者が修正することをいう。

新規追加（特記仕様
書からの編入）

10 1 1 1 21 4 ４ 受注者は、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物を工事現場
に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成
し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 また、
受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画
を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

1 1 1 21 4 ４ 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設
資材、 木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合に
は、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に
含め監督員に提出しなければならない。 また、受注者は、法令等
に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい
場所に掲げなければならない。

誤植（資源有効利用
促進法省令による）

新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（文章）新旧対照表
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新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（文章）新旧対照表

12 1 1 1 21 6 ６ 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コ
ンクリート塊、建設発生本材を工事現場から搬出する場合には、
法令等に 基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に
含め監督員に提出しなければならない。また、受注者は、法令等
に基づき、工事現場において再生資源利 用促進計画を公衆の見や
すい場所に掲げなければならない。

1 1 1 21 6 ６ 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コ
ンクリート塊、建設発生木材 、 建 設 汚 泥 ま た は 建 設 混 合 廃 棄 物 等
を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利
用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければ
ならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において
再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければなら
ない。

誤植（資源有効利用
促進法省令による）

12 1 1 1 27 1-1-1-27 工事完成検査 1 1 1 27 1-1-1-27 工事完成検査
12 1 1 1 27 1 受注者は、約款第32条の規定に基づき、履行届を監督員を通じて

発注者に提出しなければならない。
1 1 1 27 1 受注者は、約款第32条の規定に基づき、履行届を監督員に提出し

なければならない。
誤植

13 1 1 1 31 1-1-1-31 施工管理 1 1 1 31 1-1-1-31 施工管理
13 1 1 1 31 3 ３ 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行

人等が見易い場所に、工事目的、工期、発注者名及び施工者名を
記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去し
なければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督
員の承諾を得て省略することができる。なお、掲示板の記載にあ
たっては、工事標識等設置要領（案）（平成24年4月）によるもの
とする。

1 1 1 31 3 ３　受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行
人等が 見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記
載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しな
ければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員
の承諾を得て省略することができる。

文言の統一
適用要領を追加記載

14 1 1 1 34 1-1-1-34 工事中の安全確保 1 1 1 34 1-1-1-34 工事中の安全確保
14 1 1 1 34 1 1．受注者は、新潟県林業土木工事安全施工技術指針（令和２年３

月）、森林土木工事安全施工技術指針（平成15年３月27日付け14
林整計第360号　林野庁整備部長通知）、建設機械施工安全技術指
針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建
設施工企画課長通達、平成17年３月31日）、「港湾工事安全施工
指針㈳日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針㈳日本潜水
協会」及び「作業船団 安全運航指針㈳日本海上起重技術協会」、
JIS A8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事
の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならな
い。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者
を拘束するものではない。

1 1 1 34 1 1．受注者は、新潟県林業土木工事安全施工技術指針（令和２年３
月）、森林土木工事安全施工技術指針（平成15年３月27日付け14
林整計第360号　林野庁整備部長通知）、建設機械施工安全技術指
針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建
設施工企画課長通達、平成17年３月31日）、 建設工事公衆災害防
 止対策要綱（国土交通省告示、令和元年９月２日）、「港湾工事
安全施工指針㈳日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針㈳
日本潜水協会」及び「作業船団 安全運航指針㈳日本海上起重技術
協会」、JIS A8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、
常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなけれ
ばならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超え
て受注者を拘束するものではない。

誤植

17 1 1 1 38 1-1-1-38 環境対策 1 1 1 38 1-1-1-38 環境対策
19 1 1 1 38 8 ８　受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣

官房技術参事官通達、昭和62年３月30日改正）によって低騒音
型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合に
は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通
省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を
使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により
一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められ
る機種または対策をもって協議することができる。

1 1 1 38 8 ８　受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣
官房技 術参事官通達、昭和62年３月30日改正）によって低騒音
型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合に
は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通
省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を
使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により
一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められ
る機種または対策をもって協議することができる。

誤字
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新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（文章）新旧対照表

19 1 1 1 38 10 10　受注者は、治山工事において流水に影響を与える施工をする場合は、自然環境へ
の影響を極力少なくすることを目的に、環境に配慮すべき事項（以下、「環境配慮事
項」という）について、以下のとおり、必要な対応を実施しなければならない。
（１）施工方法について
   ① 流水の濁りの抑制
     流心掘削を避けるなどにより、流水の濁り発生を抑制しなければならない。
　 ② 澪筋の確保
　　 掘削による澪筋の改変は、施工上必要な最小限の範囲に限るものとし、完了時
においても、護岸の根入れなど構造物の安定性を確保しつつ、澪筋を残さなければな
らない。
　 ③ 生物の生息・生育・繁殖環境の保全
     掘削に伴い大きな石が発生する場合は、残土搬出や盛土転用とするのではな
く、澪筋や淵となる護岸基礎部の埋戻しや渓床低下部への残土付近整正に優先使用
し、生物の生息・生育・繁殖環境に適した渓床状態を保たなければならない。
　 ④ 魚類の遡上等の生物移動の容易性確保
     仮水路工は水面の連続性を確保し、掛樋等は施工完了後に速やかに撤去するな
ど、魚類の遡上等の生物移動を妨げる場合は、影響の軽減や期間の最短化を図らなけ
ればならない。
（２）関係機関との調整
    （１）の実施に関し、以下①～③のとおり、関係機関との調整を図らなければな
らない。なお、現場ごとの具体的内容を確認し、できるだけ明示しなければならな
い。
　 ① 調整事項の把握
　　 工事に先立ち、環境学習等（稚魚放流等を含む）行事の実施状況・内水面漁業
の状況等を把握し、施工と調整を要する事項を把握しなければならない。
　 ② 関係機関等との協議
　　 環境配慮事項に関係する機関等との協議を行い、施工と調整を要する事項を把
握し、その結果を監督員に報告しなければならない。
　 ③ 施工計画
　　 施工計画書記載必要項目の環境対策において、①で把握した環境配慮事項と協
議事項・調整内容を記載し、監督員の確認を受けなければならない。
（３）その他
　 ① 設計変更等の対応
     環境配慮事項について、工期変更や設計変更等の対応が必要となる場合は、監
督員と協議し、必要な指示を受けなければならない。
　 ② 履行の確認
　   環境配慮事項への対応として施工計画書に記載した内容の履行は、新潟県林業
土木工事標準仕様書第１編1-1-27に定める様式（創意工夫・社会性等に関する実施状
況）を工事完成時に提出し、発注者の確認を受けなければならない。

新規 新規追加

20 1 1 1 40 1-1-1-40 交通安全管理 1 1 1 40 1-1-1-40 交通安全管理
21 1 1 1 40 10 ５　受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたって

は、交通 の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と
打合せを行う とともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する
命令（令和３年９月 改正内閣府•国土交通省令第４号）、道路工
事現場における標示施設 等の設置基準（建設省道路局長通知、昭
和37年８月30日）、道路工事現 場における標示施設等の設置基準
の一部改正について（局長通知平 成18年３月31日 国道利37号•国
道国防第205号）、道路工事現場にお ける工事情報板及び工事説
明看板の設置について（国土交通省道路局 路政課長、国道•防災
課長通知平成18年３月31日 国道利38号・国道 国防第206号）及び
道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国 道第一課通知
昭和47年２月）に基づき、安全対策を講じなければならな い。

1 1 1 40 10 ５　受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたって
は、交通 の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と
打合せを行う とともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する
命令（令和３年６月 改正内閣府・国土交通省令第２号）、道路工
事現場における標示施設 等の設置基準（建設省道路局長通知、昭
和37年８月30日）、道路工事現 場における標示施設等の設置基準
の一部改正について（局長通知平 成18年３月31日 国道利37号•国
道国防第205号）、道路工事現場にお ける工事情報板及び工事説
明看板の設置について（国土交通省道路局 路政課長、国道・防災
課長通知平成18年３月31日 国道利38号•国道 国防第206号）及び
道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国 道第一課通知
昭和47年２月）に基づき、安全対策を講じなければならな い。

更新

3
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21 1 1 1 40 14 14　受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令
（令和３年７月改正政令第198号）第3条における一般的制限値を
超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づく通行
許可、または道路法 第47条の10に基づく通行可能経路の回答を得
ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令
（令和４年１月改正政令第16号）第22条における制限を超えて建
設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和４
年４月改正法律第32号）第57条に基づく許可を得ていることを確
認しなければならない。 ここでいう車両とは、人が乗車し、また
は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を
含む。

1 1 1 40 14 14　受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令
（平成31年３月改正政令第41号）第３条における一般的制限値を
超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づく通行
許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通
法施行令（令和３年６月改 正政令第172号）第22条における制限
を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通
法（令和２年６月改正 法律第52号）第57条に基づく許可を得てい
ることを確認しなければならない。 ここでいう車両とは、人が乗
車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるも
のをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されて
いる車両を含む。

更新

22 1 1 1 42 1-1-1-42 諸法令の遵守 1 1 1 42 1-1-1-42 諸法令の遵守

22 1 1 1 42 1 1 （1）地方自治法（令和５年５月改正 法律第19号） 1 1 1 42 1 1 （1）地方自治法（令和２年３月改正 法律第５号） 更新

22 1 1 1 42 1 8 （8）雇用保険法（令和４年３月改正法律第12号） 1 1 1 42 1 8 （8）雇用保険法（令和３年６月改正法律第58号） 更新

23 1 1 1 42 1 12 （12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和４年３月改
正 法律第12号）

1 1 1 42 1 12 （12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（令和２年３月改
正 法律第14号） 更新

23 1 1 1 42 1 15 （15）道路交通法（令和４年４月改正 法律第32号） 1 1 1 42 1 15 （15）道路交通法（令和２年６月改正 法律第52号） 更新

23 1 1 1 42 1 17 （17）道路運送車両法（令和４年３月改正 法律第４号） 1 1 1 42 1 17 （17）道路運送車両法（令和３年５月改正 法律第37号） 更新

23 1 1 1 42 1 22 （22）港湾法（令和４年３月改正 法律第７号） 1 1 1 42 1 22 （22）港湾法（令和３年６月改正 法律第７号） 更新

23 1 1 1 42 1 25 （25）下水道法（令和４年５月改正 法律第44号） 1 1 1 42 1 25 （25）下水道法（令和３年５月改正 法律第31号） 更新

23 1 1 1 42 1 26 （26）航空法（令和４年６月改正 法律第62号） 1 1 1 42 1 26 （26）航空法（令和３年６月改正 法律第65号） 更新

23 1 1 1 42 1 40 （40）電気事業法（令和４年６月改正法律第74号） 1 1 1 42 1 40 （40）電気事業法（令和２年６月改正法律第119号） 更新

23 1 1 1 42 1 43 （43）建築基準法（令和４年５月改正 法律第55号） 1 1 1 42 1 43 （43）建築基準法（令和３年５月改正法律第44号） 更新

24 1 1 42 1 54 （54）自然環境保全法（令和４年６月改正 法律第68号) 1 1 42 1 54 （54）自然環境保護法（平成31年４月改正 法律第20号) 更新

24 1 1 1 42 1 61 （61）空港法（令和４年６月改正 法律第62号） 1 1 1 42 1 61 （61）空港法（令和元年６月改正法律第37号） 更新

24 1 1 1 42 1 65 （65）資源の有効な利用の促進に関する法律（令和４年５月改正
法律第46号）

1 1 1 42 1 65 （65）資源の有効な利用の促進に関する法律（平成26年６月改正
法律第69号） 更新

24 1 1 1 42 1 67 （67）職業安定法（令和４年３月改正 法律第12号） 1 1 1 42 1 67 （67）職業安定法（令和元年６月改正法律第37号） 更新

24 1 1 1 42 1 68 （68）所得税法（令和４年６月改正 法律第71号） 1 1 1 42 1 68 （68）所得税法（令和３年５月改正法律第37号） 更新

24 1 1 1 42 1 72 （72）電波法（令和４年６月改正 法律第70号） 1 1 1 42 1 72 （72）電波法（令和３年３月改正 法律第19号） 更新

24 1 1 1 42 1 73 （73） 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関
する特別措置法（令和４年４月改正 法律第32号）

1 1 1 42 1 73 （73） 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関
する特別措置法（令和２年６月改正 法律第42号） 更新

24 1 1 1 42 1 74 （74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和４年３月改
正 法律第12号）

1 1 1 42 1 74 （74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（令和３年６月改
正 法律第58号） 更新

24 1 1 1 42 1 80 （80）個人情報の保護に関する法律（令和４年５月改正 法律第54
号）

1 1 1 42 1 80 （80）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（令和３
年５月改正 法律第37号） 更新

24 1 1 1 42 1 81 （81）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（令和４年６月改正 法律第69号)

1 1 1 42 1 81 （81）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（令和２年６月改正 法律第42号) 更新

24 1 1 1 42 1 82 （82）産業標準化法（令和４年６月改正 法律第68号） 新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 83 (83) 肥料の品質の確保等に関する法律（令和５年５月改正 法律
第36号）

新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 84 （84）景観法（令和４年６月改正 法律第110号） 新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 85  (85) 宅地造成及び特定盛土等規制法（令和５年５月改正 法律第
191号）

新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 86 （86）絶滅の恐れのある野生動物の種の保存に関する法律（令和
４年６月 法律75号)

新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 87 （87）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（令
和４年６月改正 法律68号)

新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 88 （88）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法
律（令和４年６月改正 法律68号)

新規 新規追加

4
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24 1 1 1 42 1 89 （89）エコツーリズム推進法（平成23年８月改正 法律第105号) 新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 90 （90）合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（令和
５年５月改正 法律第22号)

新規 新規追加

24 1 1 1 42 1 91  (91)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低
減事業活動の促進等に関する法律（令和４年６月 法律第68号）

新規 新規追加

27 1 1 1 52 1-1-1-52 石綿使用の有無

27 1 1 1 52 受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿
（アスベスト）の使用の有無の「事前調査」を行わなければなら
ない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては
「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなけ
ればならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生
施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなけ
ればならない。

新規 新規追加

27 1 2 第２章 土工 1 2 第２章 土工
28 1 2 2 第２節 適用すべき諸基準 1 2 2 第２節 適用すべき諸基準
28 1 2 2 1 また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図

書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればならない。

1 2 3 1 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図
書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればならない。

適切な表現に修正

28 1 2 3 第３節 治山土工 1 2 3 第３節 治山土工
31 1 2 3 4 1-2-3-4 掘削工 1 2 3 4 1-2-3-4 掘削工

31
1 2 3 4 6 6 受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場

合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからないように努め
なければならない。

1 2 3 4 6 6　受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬する場
合には、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければならな
い。

誤植

31 1 2 3 5 1-2-3-5 盛土工 1 2 3 5 1-2-3-5 盛土工

32

1 2 3 5 11 11 受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採
取土 及び購入士を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷
惑がかからないように努めなければならない。流用土盛土及び発
生土盛土の施工にあたっても、一般道を運搬に利用する場合も同
様とするものとする。

1 2 3 5 11 11　受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採
取土 及び購入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからない
ようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施
工にあたっても、一般道を運搬に利用する場合も同様とするもの
とする。

誤植

34 1 2 3 9 1-2-3-9 残土処理工 1 2 3 9 1-2-3-9 残土処理工

34
1 2 3 9 2 2 残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民及び道路利用者

に迷惑がかからないよう努めなければならない。
1 2 3 9 2 2　残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかから

ないようつとめなければならない。
誤植

34 1 2 4 第４節 道路土工 1 2 4 第４節 道路土工
35 1 2 4 2 1-2-4-2 掘削工 1 2 4 2 1-2-4-2 掘削工

36

1 2 4 2 7 7　受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地に運搬する場
合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑をかけないように努めな
ければなら ない。

1 2 4 2 7 7　受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地に運搬する場
合には、沿道住民に迷惑をかけないようにしなければならない。

誤植

36 1 2 4 3 1-2-4-3 路体盛土工 1 2 4 3 1-2-4-3 路体盛土工

37

1 2 4 3 14 4　受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取
土及び 購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷惑
がかからないように努めなければならない。流用土盛土及び発生
土盛土の施工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も同
様とするものとする。

1 2 4 3 14 4．受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取
土及び 購入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからないよ
うに努めなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工に
あたっても、一般道路を運搬に利用する場合は同様とする。

誤植

37 1 2 4 4 1-2-4-4 路床盛土工 1 2 4 4 1-2-4-4 路床盛土工

38

1 2 4 4 16 16　受注者は、採取土盛士及び購入土盛土の施工にあたって、採
取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利用者に迷
惑がかからないように努めなければならない。流用土盛土及び発
生土盛土の施工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も
同様とするものとする。

1 2 4 4 16 16　受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採
取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民に迷惑がかからない
ように努めなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施工
にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合は同様とする。

誤植

5
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40 1 3 第３章 無筋・鉄筋コンクリート 1 3 第３章 無筋・鉄筋コンクリート
40 40 3 1 第１節 適用 1 3 1 第１節 適用

40

1 3 1 3 3　受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのな
い事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）［2017
年制定］」（土木学会、2018年３月）のコンクリートの品質の規
定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して
監督員の承諾を得なければならない。

1 3 2 1 3 3　受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのな
い事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土
木学会、 平成30年３月）のコンクリートの品質の規定による。こ
れ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾
を得なければならない。

誤植

40 1 3 2 第２節 適用すべき諸基準 1 3 2 第２節 適用すべき諸基準

40

1 3 2 1 （１）土木学会コンクリート標準示方書（施工編）［2017年制
定］（2018 年3月）
（２）土木学会コンクリート標準示方書（設計編）［2017年制
定］（2018 年3月）
（３）土木学会 コンクリートのポンプ施工指針［2012年版］（平
成24年6月）

1 3 2 1 （１）土木学会コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3
月）
（２）土木学会コンクリート標準示方書（設計編）（平成30年3
月）
（３）土木学会コンクリートのポンプ施工指針（平成24年6月）

誤植

40
1 3 2 1 土木学会 鉄筋定着•継手指針［2020年制定］（令和２年３月） 1 3 2 1 土木学会 鉄筋定着•継手指針（令和２年３月） 誤植

40
1 3 2 1 日本鉄筋継手協会鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事（平

成29年８月）
1 3 2 1  公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接

継 手工事（平成29年９月）
修正

41 1 3 3 第３節 レディーミクストコンクリート 1 3 3 第３節 レディーミクストコンクリート
41 1 3 3 2 1 1-3-3-2 工場の選定 1 3 3 2 1 1-3-3-2 工場の選定

41

1 3 3 2 1 1 （1）JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
（令和4年６月改正 法律68号）に基づき国に登録された民間の第
三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を
受けた製品を製造している工場）で、かつ、コンクリートの製
造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力
のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合
設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全国生コンクリー
ト品質管理監査会議の策定した 統一監査基準に基づく監査に合格
した工場等）から選定しなければならない。

1 3 3 2 1 1 （1）JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（平成30年５月30日公布 法律第33号）に基
づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製
品にJISマーク表示する認証を受けた製品を製造している工場）
で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理など
の技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技
士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施で
きる工場（全国生コンクリート 品質管理監査会議の策定した統一
監査基準に基づく監査に合格した工 場等）から選定しなければな
らない。

修正

41

1 3 3 2 1 2 （2）JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
（令和４年６月改正 法律68号）に基づき国に登録された民間の第
三者機関（登録認証機関）により製品にJ1Sマーク表示する認証を
受けた製品を 製造している工場）が工事現場近くに見当たらない
場合は、使用する工場について、設計図書に指定したコンクリー
トの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督員
の確認を得なければならな い。

1 3 3 2 1 2 （2） JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
 の一部を改正する法律（平成30年５月30日公布 法律第33号）に基
づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製
品にJ1Sマーク表示する認証を受けた製品を 製造している工場）
が工事現場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、
設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめ
たうえ、その資料により監督員の確認を得なければならな い。

修正

43 1 3 5 1 第５節 現場練りコンクリート 1 3 5 1 第５節 現場練りコンクリート
43 1 3 5 4 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 1 3 5 4 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ

44

1 3 5 4 3 2 （2）受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2 （コン
クリートミキサー第2部：練混ぜ性能試験方法）及びJSCE-I 502-
2013「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければ
ならない。

1 3 5 4 3 2 （2）受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（コンク
リートミキサー第2部：練混ぜ性能試験方法）及び土木学会規準
「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければなら
ない。

修正

45 1 3 6 第６節 運搬・打込み 1 3 6 第６節 運搬・打込み
45 1 3 6 4 1-3-6-4 打込み 1 3 6 4 1-3-6-4 打込み

46

1 3 6 4 5 ５　受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリー
トのポンプ施工指針［2012年版］5章圧送」（土木学会、平成24年
6月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な
ければならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルト
コンベヤ、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれら
を配置しなければならない。

1 3 6 4 5 ５　受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリー
トのポンプ施工指針（案）5章圧送」（土木学会 平成24年6月）の
規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ
ならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベ
ヤ、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置
しなければならない。

誤植

6
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49 1 3 7 第７節 鉄筋工 1 3 7 第７節 鉄筋工
49 1 3 7 3 1-3-7-3 加工 1 3 7 3 1-3-7-3 加工

49

1 3 7 3 3 ３　受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋
の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書
（設計編）［2017年制定］本編第13章鉄筋コンクリートの前提、
標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」（土木学会2018年3月）の
規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ
ならない。

1 3 7 3 3 ３　受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋
の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書
（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄
筋コンクリートの前提」（土木学会平成30年3月）の規定による。
これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

誤植

51 1 3 7 5 1-3-7-5 1 3 7 5 1-3-7-5 継手

52

1 3 7 5 8 1② ②機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認
項目や頻度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上
で、施工管理や検査時においては、これに従って確認を行わなけ
ればならない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会
鉄筋定着・継手指針［2020年制定］（令和２年３月土木学会）の
信頼度H種を基本とするが、設計時にI種を適用している場合は、
設計時の信頼度に従って施工管理を行わなければならない。

1 3 7 5 8 也 ②機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認
項目や頻度、方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上
で、施工管理や検査時においては、これに従って確認を行わなけ
ればならない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会
鉄筋定着・継手指針（令和２年３月土木学会）の信頼度H種を基本
とするが、設計時にI種を適用している場合は、設計時の信頼度に
従って施工管理を行わなければならない。

誤植

62 2 第２編 材料編 2 第２編 材料編
65 2 2 第２章 林業土木工事材料 2 2 第２章 林業土木工事材料
65 2 2 2 第２節 石 2 2 2 第２節 石
65 2 2 2 7 2-2-2-7 再生クラッシャラン、アスファルト再生クラッシャラン

65

2 2 2 7 1 1　セメントコンクリート廃材から製造した再生骨材および路盤再
生骨材（路盤発生材を必要に応じて破砕、分級して製造した骨
材）を単独または相互に組み合わせ、必要に応じてこれらに補足
材を加えて、所要の品質が得られるように調整した材料を再生ク
ラッシャランという。

新規 新規追加（特記仕様
書からの編人）

65

2 2 2 7 2 2　再生クラッシャラン（RC-40）若しくはクラッシャラン（C-
40）を母材とし、グリズリアンダー材を混合したものをアスファ
ル卜再生クラッシャランという。アスファルト再生クラッシャラ
ンに は、再生クラッシャラン（RC-40）を母材とする「RC混合」
と クラッシャラン（C-40）を母材とする「C混合」がある。

新規 新規追加（特記仕様
書からの編人）

65
2 2 2 7 3 3　再生クラッシャラン等の最大粒径については、最大40mmと定め

る。
新規 新規追加（特記仕様

書からの編人）

65 2 2 2 8 2-2-2-8 その他の砂利、砕石、砂
66 2 2 3 第３節 骨材 2 2 3 第３節 骨材

66 2 2 3 1 2-2-3-1 一般事項 2 2 3 1 2-2-3-1 一般事項

66
2 2 3 1 1 1 道路用砕石、コンクリート用骨材等は、以下の規格に適合する

ものとする。また、再生クラッシャラン等の規格は、新材クラッ
シャランに準じるものとする。

2 2 3 1 1 1 道路用砕石、コンクリート用骨材等は、以下の規格に適合する
ものとする。

新規追加（特記仕様
書からの編入）

66

2 2 3 1 1 JIS A 5011-4 （コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化
スラグ 骨材）
JIS A 5011-5 （コンクリート用スラグ骨材－第5部：石炭ガス化
スラグ 骨材）
JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ）

2 2 3 1 1 JIS A 5011-4 （コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化
スラグ骨材）
JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ）

追加

79 2 2 6 第６節 セメント及び混和材料 2 2 6 第６節 セメント及び混和材料

81 2 2 6 3 2-2-6-3 混和材料 2 2 6 3 2-2-6-3 混和材料

81

2 2 6 3 5 5．急結剤は、「コンクリート標準示方書（規準編）［2018年制
定］ JSCE-D 102-2018吹付けコンクリート（モルタル）用急結剤
品質規格（案）（土木学会、2018年10月）の規格に適合するもの
とする。

2 2 6 3 5 5．急結剤は、「コンクリート標準示方書（規準編）JSCE-D 102-
2018 吹付けコンクリート（モルタル）用急結剤品質規格（案）」
（土木学会、平成30年10月）の規格に適合するものとする。

誤植

82 2 2 8 第８節 瀝青材料 2 2 8 第８節 瀝青材料

85 2 2 8 3 2-2-8-3 再生用添加剤 2 2 8 3 2-2-8-3 再生用添加剤

7
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85

2 2 8 3 再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和４年２月改
正政令第51号）に規定されている特定化学物質を含まないものと
し、表２-２-24、表２-２-25、表２-２-26の規格に適合するもの
とする。

2 2 8 3 再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和２年12月改
正政令第34号）に規定されている特定化学物質を含まないものと
し、表２-２-24、表２-２-25、表２-２-26の規格に適合するもの
とする。

更新

92 3 第３編 林業土木工事共通編 3 第３編 林業土木工事共通編
92 3 1 第１章 一般施工 3 1 第１章 一般施工
92 3 1 2 第２節 適用すべき諸基準 3 1 2 第２節 適用すべき諸基準

92
3 1 2 また、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図

書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればなら ない。

3 1 2 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図
書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなけ
ればなら ない。

適切な表現に修正

92
3 1 2 日本グラウト協会 薬液注入工法の設計•施工指針（平成元年6月） 3 1 2 日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針（平成元年6

月）
更新

92
3 1 2 環境省水質汚濁に係る環境基準（環境省告示第62号）（令和３年

10月）
3 1 2 環境省水質汚濁に係る環境基準について（平成31年３月） 修正

93
3 1 2 土木学会コンクリート標準示方書（規準編）［2018年制定］

（2018年10月） 地盤工学会 地山補強土工法設計・施工マニュア
ル（平成23年8月）

3 1 2 土木学会 コンクリート標準示方書（規準編）（平成30年10月） 誤植、新規追加

93 3 1 3 第３節 共通的工種 3 1 3 第３節 共通的工種
104 3 1 3 13 3-1-3-13 プレキャストセグメント主桁組立工 3 1 3 13 3-1-3-13 プレキャストセグメント主桁組立工

105

3 1 3 13 2 1 （1）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり
材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロッ
ク同等以 上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤
を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヶ
月以上経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと
品質が劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならな
い。これ以外の場合は、設計 図書によるものとする。硬化の接着
剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接着剤の比
重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬
さ、特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬
化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化
収縮 率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認
しなければならない。なお、接着剤の試験方法は「コンクリート
標準示方書（規準編） ［2018年制定］」（土木学会、2018年10
月）における、JSCE-H101-2013プレキャストコンクリート用樹脂
系接着剤（橋げた用）品質規格による。これにより難い場合は、
監督員の承諾を得なければならな い。

3 1 3 13 2 1 （1）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり
材質がエポキシ樹脂系接着剤で強度、耐久性及び水密性がブロッ
ク同等以 上のものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤
を使用する場合は、室内で密封して保管し、原則として製造後6ヶ
月以上経過したものは使用してはならない。また、水分を含むと
品質が劣化するので、雨天の時の作業は中止しなければならな
い。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。 硬化の接着
剤の外観、粘度、可使時間、だれ最小厚さ、硬化した接 着剤の比
重、引張強さ、圧縮強さ、引張せん断接着強さ、接着強さ、硬
さ、特殊な条件下で使用する場合は、高温時の引張強さ、水中硬
化時の引張強さ、衝撃強さ、圧縮ヤング係数、熱膨張係数、硬化
収縮率、吸水率等について、必要に応じて試験を行い性能を確認
しなければならない。なお、接着剤の試験方法は「コンクリート
標準示方書・（規準編）」（土木学会、平成30年10月）におけ
る、JSCE-H 101-2013プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤
（橋げた用）品質規格（案）による。これにより難い場合は、監
督員の承諾を得なければならない。

誤植

123 3 1 4 第４節 基礎工 3 1 4 第４節
127 3 1 4 5 3-1-4-5 場所打杭工 3 1 4 5 3-1-4-5 場所打杭工

129

3 1 4 5 19 19　受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係る環境基
準（令和３年10月環境省告示第62号）、都道府県公害防止条例等
に従い、 適切に処理を行わなければならない。

3 1 4 5 19 19 受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境
基準 に つ い て（昭和46年12月28日環境庁告示第59号）、新潟県生
活環境の保全に関する条例（昭和46年12月22日条例51号）等に従
い、適切に処理を行わなければならない。

修正

139 3 1 7 第７節 一般舗装工 3 1 7 第７節 一般舗装工
149 3 1 7 7 3-1-7-7 アスファルト舗装工 3 1 7 7 129 アスファルト舗装工

152

3 1 7 7 4 12 （12）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト
安定処理混合物を敷均したときの混合物の温度は110°C以上、ま
た、一層の 仕上がり厚さは10cm以下としなければならない。ただ
し、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、中温化技術に
より施工性を改善し た混合物を使用する場合、締固め効果の高い
ローラを使用する場合などは、設計図書に関して監督員と協議の
上、所定の締固めが得られる範囲で、混合物の適切な温度を決定
するものとする。

3 1 7 7 4 12 （12）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト
安定処理混合物を敷均したときの混合物の温度は110°C以上、ま
た、1層の仕上がり厚さは10cm以下としなければならない。ただ
し、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、設計図書に関
して監督員と協議の 上、混合物の温度を決定するものとする。

文言追加

8



改正（令和6年4月1日適用） 現行（令和５年８月１日適用）

ペ
ー

ジ
編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見
出し）

新条文 編 章 節 条 項
項
以
下

編章節条
（項目見
出し）

現行条文 改訂理由

新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（文章）新旧対照表

168 3 1 7 14 3-1-7-14 砂利路盤工

168
受注者は、路面仕上げの施工にあたっては、設計図書に記載さ

れた横断勾配により仕上げなければならない。
新規 林野庁に準拠

230 4 第４編 治山防潮工等 4 第４編 治山防潮工等
230 4 1 第１章 堤防•護岸 4 1 第１章 堤防•護岸
233 4 1 6 第６節 護岸工 4 1 6 第６節 護岸工
234 4 1 6 5 4-1-6-5 コンクリート被覆工 4 1 6 5 4-1-6-5 コンクリート被覆工

234
4 1 6 5 6 6　受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石または

クラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。
4 1 6 5 6 6　受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石または

クラッシャーランを敷均し、締固めを行わなければならない。
表記統一（「ク ラッ
シャラン」で表記統
一）

251 5 第５編 渓間・山腹工等 5 第５編 渓間・山腹工等
261 5 3 第３章 渓間工 5 3 第３章 砂防堰堤
261 5 3 2 第２節 適用すべき諸基準 5 3 2 第２節 適用すべき諸基準

261
5 3 2 土木学会 コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）［2013

年 制定］（2013年10月）
5 3 2 土木学会 コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）（平成

25年10月）
誤植

261
5 3 2 土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）［2017年制定］

（2018年3月）
5 3 2 土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）（平成30年3月） 誤植

315 6 第６編 林道編 6 第６編 林道編
315 6 1 第１章 林道 6 1 第１章 林道
315 6 1 2 第２節 適用すべき諸基準 6 1 2 第２節 適用すべき諸基準

315

6 1 2 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以
下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な
ければならない。 また、基準類と設計図書に相違がある場合は、
原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監
督員と協議しなければならない。

6 1 2 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以
下の基準類による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な
ければならない。 なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、
原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監
督員と協議しなければならない。

適切な表現に修正

315 6 1 2 日本道路協会 落石対策便覧（平成29年12月） 6 1 2 日本道路協会 落石対策便覧（平成12年６月） 修正

315
6 1 2 日本建設機械施工協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編）（平成

16年12月）
6 1 2 日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編）（平成16

年12月）
修正

325 6 2 第２章 舗装 6 2 第２章

326 6 2 4 第４節 舗装工 6 2 4 第４節

327 6 2 4 7 6-2-4-7 砂利路盤工

327
砂利路盤工の施工については、第３編 ３-１-７-14 路面路盤工
の規定による。

新規 林野庁に準拠

327 6 2 4 8 6-2-4-8 鉄鋼スラグ路盤工

327

　受注者は、混合スラグ材（鉄鋼スラグと高炉水砕スラグを混合
した路盤材）を用いた路盤工を施工する場合は、設計図面による
ほか、それぞれの製品及び資材等の特徴に応じ、施工しなければ
ならない。

新規 林野庁に準拠

329 6 3 第３章 橋梁下部工 6 3 第３章

329 6 3 1 第１節 適用 6 3 1 第１節

329

6 3 1 5 2 （2）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンク
リート構造物の強度測定要領」（以下、「要領」という。）（国
土交通省、平成30年10月）に従い行わなければならない。

6 3 1 5 2 （2）微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンク
リート構造物の強度測定要領」（以下、「要領」という。）に従
い行わなければならない。

修正

356 6 7 1 第７章 林道維持 6 7 1 第７章 林道維持

361 6 7 6 第６節 標識工 6 7 6 第６節 標識工
361 6 7 6 1 6-7-6-1 一般事項 6 7 6 1 6-7-6-1 一般事項

361

6 7 6 1 3 3　受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同
解説 第4章 道路標識の設計、施工」（日本道路協会、令和２年６
月）の規定、「道路土工要綱第５章施工計画」（日本道路協会、
平成21年６月）の規定、第３編３-１-３-６小型標識工、第３編３
-１-３-３作業土工（床掘り・埋戻し）、第３編３-１-10-５土
留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブック」（全国道路
標識・標示業協会、令和４年１月）による。 これにより難い場合
は、監督員の承諾を得なければならない。

6 7 6 1 3 3　受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同
解説 第4章 道路標識の設計、施工」（日本道路協会、令和２年６
月）の規定、「道路土工要綱第５章施工計画」（日本道路協会、
平成21年６月）の規定、第３編３-１-３-６小型標識工、３-１-３
-３作業土工（床掘り・埋戻し）、３-１-10-５土留・仮締切工の
規定、及び「道路標識ハンドブック」（全国道路標識・標示業協
会、令和元年８月）による。 これにより難い場合は、監督員の承
諾を得なければならない。

表記の統一（該当す
る編を記載）
発行年月の修正
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改正（令和6年4月1日適用） 現行（令和５年８月１日適用）

ペ
ー

ジ
編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 改訂理由

92 3 1 第３編 林業土木工事共通編 3 1 第３編 林業土木工事共通編

92 3 1 1 第１章 一般施工 3 1 1 第１章 一般施工

93 3 1 3 1 第３節 共通的工種 3 1 3 1 第３節 共通的工種

117 3 1 3 29 1 ３-１-３-29 籠マット工 3 1 3 29 1 ３-１-３-29 籠マット工

119 3 1 3 29 2 表３-１-10　要求性能の確認方法 3 1 3 29 2 表３-１-10　要求性能の確認方法

119

121 3 1 3 29 2 3 1 3 29 2

121

新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（図表）新旧対照表

JISの改正

JISの改正表３-１-12　線材の品質管理試験の内容 表3-1-12　線材の品質管理試験の内容

  項目 

試験箇所 
試験項目 基 準 値 試験方法 試験の頻度 

工 場 

線 径 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

JIS G 3547準拠 
５巻線 

※１に１回 

引張強さ 290N/mm2以上 JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

ねじり特性 JISG3547の4.3 JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

巻 付 性 

線径の 1.5 倍の円筒

に６回以上巻き付け

著しい亀裂及び剥離

を生じない 

JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

メッキ成分 ※２ 
原子吸光分析法、また

は、ICP発光分析法 
５巻線に１回 

メッキ付着量 ※２ JIS G3547準拠 ５巻線に１回 

公的試験

線  径 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

JIS G 3547準拠 200巻線に1回 

引張強さ 290N/mm2以上 JIS G 3547準拠 200巻線に１回 

母材の健全性 
母材に傷が付いてい

ないこと 

JIS G 3547 の間接

法で使用する試験液に

よるメッキ溶脱後の母

材鉄線の写真撮影 

200巻線に１回 

  項目 

試験箇所 
試験項目 基 準 値 試験方法 試験の頻度 

工 場 

線 径 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

JIS G 3547準拠 
５巻線 

※１に１回 

引張強さ 290N/mm2以上 JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

ねじり特性 JISG3547の4.3 JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

巻 付 性 

線径の 1.5 倍の円筒

に６回以上巻き付け

著しい亀裂及び剥離

を生じない 

JIS G 3547準拠 ５巻線に１回 

メッキ成分 ※２ 
原子吸光分析法、また

は、ICP発光分析法 
５巻線に１回 

メッキ付着量 ※２ JIS G3547準拠 ５巻線に１回 

公的試験

線  径 

3.2±0.09mm 

4.0±0.10mm 

5.0±0.12mm 

6.0±0.12mm 

JIS G 3547準拠 200巻線に1回 

引張強さ 290N/mm2以上 JIS G 3547準拠 200巻線に１回 

母材の健全性 
母材に傷が付いてい

ないこと 

JISH401 の間接法で使

用する試験液によるメ

ッキ溶脱後の母材鉄線

の写真撮影 

200巻線に１回 

項  目 要求性能 
確 認 方 法 

試験方法 試験条件 基 準 値 

母材の健

全性 

母材が健全である

こと 

JIS G 3547の間

接法で使用する

試験液によるメ

ッキ溶脱後の母

材鉄線の写真撮

影 

メッキを剥いだ

状態での母材鉄

線の表面撮影 

母材に傷が付

いていないこ

と 

項  目 要求性能 
確 認 方 法 

試験方法 試験条件 基 準 値 

母材の健

全性 

母材が健全である

こと 

JISH0401の間接

法で使用する試

験液によるメッ

キ溶脱後の母材

鉄線の写真撮影 

メッキを剥いだ

状態での母材鉄

線の表面撮影 

母材に傷が付

いていないこ

と 

洗掘時の破断抵抗
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改正（令和6年4月1日適用） 現行（令和５年８月１日適用）

ペ
ー

ジ
編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 改訂理由

新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（図表）新旧対照表

140 3 1 7 第７節 一般舗装工 3 1 7 第７節 一般舗装工

140 3 1 7 3 ３-１-７-３ アスファルト舗装の材料 3 1 7 3 ３-１-７-３ アスファルト舗装の材料

142 3 1 7 3 8 1 表３-１-16　下層路盤の品質規格 3 1 7 3 8 1 表３-１-16　下層路盤の品質規格 修正（特記仕様書か
らの編入）表３-１-16 下層路盤の品質規格 

工 法 種   別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 

粒状路盤 

クラッシャラン、砂利、砂、再

生クラッシャラン等 

（「注１」～「注４」） 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
６以下 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 

20以上  

[30以上] 

アスファルト再生クラッシャ

ラン 

 

（「注１」～「注４」） 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
６以下 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
40以上 

グリズリアンダー

材の混入率 
－ 

質量配合 

40％以下 

クラッシャラン鉄鋼スラグ(高

炉徐冷スラグ) 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
30以上 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法便覧 

E002 
呈色なし 

クラッシャラン鉄鋼スラグ(製

鋼スラグ) 

 

（「注５」） 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
30以上 

水浸膨張比     

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E004 
1.5以下 

エージング期間 － ６ヵ月以上 

[注１] 特に指示されない限り最大乾燥密度の95％に相当するCBRを修正CBRとする。 

［注２］再生クラッシャランの修正CBRの規格値の値は[ ]内の数値を適用する。 

［注３］再生クラッシャラン及びアスファルト再生クラッシャランにおいては、再生クラッシャラン等

の材料として路盤再生骨材もしくは路盤発生材を用いる場合のみPIの規定を適用する。 

［注４］再生クラッシャラン等に用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50％以下で

なければならない。試験方法はロサンゼルスすり減り試験（粒度は道路用砕石 S-13（13～5㎜）

のもの）とする。 

［注５］エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電

気炉スラグを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6％以下となる場合及び製鋼ス

ラグを促進エージングした場合には、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十分確

認してエージング期間を短縮することができる。 

・〔種別〕「クラッシャラン鉄鋼スラグ」名称の明確化 

・〔試験項目〕クラッシャラン鉄鋼スラグの修正CBRについて追記 

・「エージング」に関しての注記を追加 

工 法 種   別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値 

粒状路盤 

クラッシャーラン、砂利、砂、

再生クラッシャーラン等 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
※６以下 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 

※20以上 

[30以上] 

アスファルト再生クラッシー

ャラン 

PI 
舗装調査・試験法便覧 

F005 
６以下 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
40以上 

グリズリアンダー

材の混入率 
－ 

質量配合 

40％以下 

クラッシャーラン鉄鋼スラグ

(高炉徐冷スラグ) 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
30以上 

呈色判定試験 
舗装調査・試験法便覧 

E002 
呈色なし 

クラッシャーラン鉄鋼スラグ

(製鋼スラグ) 

修正CBR 

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E001 
30以上 

水浸膨張比     

(％) 

舗装調査・試験法便覧 

E004 
1.5以下 

エージング期間 － ６ヵ月以上 

[注１] 特に指示されない限り最大乾燥密度の95％に相当するCBRを修正CBRとする。 

[注２] アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャーランを用いる場合で、上層路

盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正CBRの規格値の値は[ ]内の

数値を適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20％以上としてよい。 

・北海道地方  ……… 20㎝ 

・東北地方   ……… 30㎝ 

・その他の地域 ……… 40㎝ 

[注３] 再生クラッシャーランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が50％以下と

するものとする。 

[注４] エージング期間は、製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグの通常エージングに適用する。ただし、電

気炉スラグを３ケ月以上通常エージングした後の水浸膨張比が0.6％以下となる場合及び製鋼

スラグを促進エージングした場合には、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを十

分確認してエージング期間を短縮することができる。 

・〔種別〕「クラッシャーラン鉄鋼スラグ」名称の明確化 

・〔試験項目〕クラッシャーラン鉄鋼スラグの修正CBRについて追記 

・「エージング」に関しての注記を追加 
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改正（令和6年4月1日適用） 現行（令和５年８月１日適用）

ペ
ー

ジ
編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出

し）
新条文 編 章 節 条 項

項
以
下

編章節条
（項目見出し）

現行条文 改訂理由

新潟県林業土木工事標準仕様書（その1）（図表）新旧対照表

206 3 1 15 第15節 法面工（共通） 3 1 15 第15節 法面工（共通）

206 3 1 15 2 ３-１-14-２ 植生工 3 1 15 2 ３-１-15-２ 植生工

207 3 1 15 2 8 図３-１-５　耳芝 3 1 15 2 8 図３-１-５　耳芝 横断面図の耳芝を見
やすく修正
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